
■第４２０回食品安全委員会 

 

日時：平成２４年２月２３日（木）１４：００～１５：１６ 

 

傍聴者：１９名 

議事概要： 

（１）食品安全基本法第１１条第１項第１号に規定する「食品健康影響評価 を行うことが明らか

に必要でないとき」について  

１）食品衛生法第１１条第１項の規定に基づき定められた「食品、添加物等の規格基準」の「サ

ッカリンカルシウム」の使用基準の改正 

・厚生労働省から説明。 

・食品安全基本法第１１条第１項第１号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないと

きに該当することが確認された。 

＊甘味料として欧米諸国等で広く使用が認められています。 

 

（２）動物用医薬品専門調査会における審議結果について 

１）「ラクトフェリン」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について 

２）「ラクトフェリンを有効成分とする牛の乳房注入剤（マストラック）」に関する審議結果の報

告と意見・情報の募集について 

・担当委員の熊谷委員及び事務局から説明。 

・取りまとめられた評価書（案）について、意見・情報の募集手続に入ることが了承された。 

＊１）２）牛の分娩直後の乳房炎発生率の低減に用いられる動物用医薬品としての承認申請がさ

れています。 

 

（３）遺伝子組換え食品等専門調査会における審議結果について 

１）「ＬＵ１１４３９株を利用して生産されたリボフラビン」に関する審議結果の報告と意見・情

報の募集について 

・担当委員の長尾委員及び事務局から説明。 

・取りまとめられた評価書（案）について、意見・情報の募集手続に入ることが了承された。 

＊栄養強化剤及び着色料として使用される食品添加物です。 

 

（４）肥料・飼料等専門調査会における審議結果について 

１）「アスパラギン（対象外物質）」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について 

２）「アラニン（対象外物質）」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について 

３）「アルギニン（対象外物質）」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について 

４）「グリシン（対象外物質）」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について 

５）「グルタミン（対象外物質）」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について 

６）「セリン（対象外物質）」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について 

７）「チロシン（対象外物質）」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について 

８）「バリン（対象外物質）」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について 

９）「ヒスチジン（対象外物質）」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について 

１０）「メチオニン（対象外物質）」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について 

１１）「ロイシン（対象外物質）」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について 

・担当委員の熊谷委員及び事務局から説明。 

・取りまとめられた評価書（案）について、意見・情報の募集手続に入ることが了承された。 

＊１）２）３）４）５）７）８）１０）アミノ酸で、動物用医薬品及び飼料添加物として使用さ

れます。 

＊６）９）１１）アミノ酸で、動物用医薬品として使用されます。 

（注）対象外物質とは、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号） 

第１１条第３項の規定に基づき、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして

厚生労働大臣が定める物質です。 

 

（５）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見について 

１）農薬「エスプロカルブ」に係る食品健康影響評価について 

・「エスプロカルブの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を０．０１ｍｇ／ｋｇ体重／日と設定する。」と

の審議結果が了承され、リスク管理機関（厚生労働省）へ通知することとなった。 



＊除草剤で、水稲、小麦等に使用します。今回、大麦への適用拡大申請がされています。 

 

２）農薬「ノバルロン」に係る食品健康影響評価について 

・「ノバルロンのＡＤＩを０．０１１ｍｇ／ｋｇ体重／日と設定する。」との審議結果が了承され、

リスク管理機関（厚生労働省）へ通知することとなった。 

＊殺虫剤で、キャベツ、なす等に使用します。今回、だいこん、はくさい、カリフラワー、ブロ

ッコリー、レタス、非結球レタス、にんにく及びアスパラガスへの適用拡大申請がされています。 

 

３）農薬「フェリムゾン」に係る食品健康影響評価について 

・フェリムゾンのＡＤＩを０．０１９ｍｇ／ｋｇ体重／日と設定する。」との審議結果が了承され、

リスク管理機関（厚生労働省）へ通知することとなった。 

＊殺菌剤で、稲に使用します。今回、稲への適用拡大申請（使用時期の変更）がされています。 

 

（６）食品安全モニター課題報告「食品の安全性に関する意識等について」（平成２３年８月実施）

の結果について 

・事務局から報告。 

 

 


